
男女共同参画推進センターにおける支援制度

【メンター制度】

概要 メンター

・メンター登録をしている本学の教員
・男女共同参画推進センターからの推薦に基づき男女共同参画
推進室にて承認した上で、学長が委嘱します。
※メンター名簿は、センターHPに掲載しています。

メンティ（利用対象者）

・本学の研究者 or 大学院生（性別不問）

①申し込み

メンティ

男女共同参画推進センター
《相談専用窓口》

mentor@kuas.kagoshima-u.ac.jp

②受付・内容確認
③マッチング

③マッチング

④直接連絡
（相談方法・相談日時等調整）

⑤相談（マッチング後１ヶ月以内）

⑥メンタリング報告書提出

メンター

利用手続き

メンティからの相談に対して、男女共同参画推進セン
ター登録メンターが相談に応じ、必要な助言等を行うこ
とで、研究者及び大学院生のキャリア形成・継続支援を
図ることを目的としています。

メンター随時募集中！

ご協力いただける方は、
ご連絡下さい。

相談項目

相談可能な項目は、妊娠・出産、育児、介護、学生
指導など１０項目に対応しています。

※件名「相談希望」のみ
記載してメール送信

〈問い合わせ先〉

男女共同参画推進センター
［TEL］ 099-285-3012（内線3012）
［E-mail］gender@kuas.kagoshima-u.ac.jp

記載内容：2024.1現在の情報


